
茨城県央地域成年後見制度利用促進に係る中核機関等の体制図
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＜市町村（社会福祉協議会含む）が担う機能＞
①広報機能 ②相談機能
③利用促進機能（担い手の活動促進，関連制度からの移行）
④後見人支援機能（チームへの助言等）
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茨城県央地域権利擁護
地域連携ネットワーク協議会
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＜水戸市が担う機能＞水戸市社協と連携し，協議会の事務局機能を担う
〇協議会の設置，運営 〇地域ネットワークの形成等，体制の整備，運営

広域中核機関

＜水戸市社協が担う機能＞
①広報機能 ②相談機能 ③利用促進機能（担い手養成・活動促進，関連制度
からの移行）④後見人支援（親族後見人相談会等）
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